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1.  

令和８年３月５日 

 

「自宅のインターネット料金が安くなる」などと電話勧誘し、 

威迫してクーリング・オフ等をさせない通信事業者に関する注意喚起 
 

消費者宅等に電話が入り、「自宅のインターネット料金が安くなる」などと勧誘され

た結果、後日、一方的にモバイル Wi-Fi 機器や契約書類などが送付された上、料金の

請求がなされ、さらに、クーリング・オフ等を申し入れたものの、これに応じてもら

えない、などという相談が、各地の消費生活センター等に数多く寄せられています。 

消費者庁が調査を行ったところ、合同会社フォーカス（以下「本件事業者」といい

ます。）が、消費者の利益を不当に害するおそれのある行為（消費者を威迫して困惑さ

せる行為）を行っていたことを確認したため、消費者安全法（平成 21年法律第 50号）

第 38 条第１項の規定に基づき、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する情報を公表

し、消費者の皆様に注意を呼びかけます。 

また、この情報を都道府県及び市町村に提供し、周知します。 

 

１ 本件事業者の概要 
 

名称 合同会社フォーカス（法人番号 7430003010888） 

所在地 札幌市中央区南一条西十六丁目１番地３２３春野ビル３Ｆ 

代表者 湊 悟司 
 
(注) 同名の別会社と間違えないよう御注意ください。 

なお、本件事業者の法人番号等の情報は、令和８年２月 19 日時点のものです。 

 

２ 具体的な事例の内容 
  

(1) 「今よりも料金が安くなる」などと安価な料金プランであるかのような勧誘をされ

ます。 

本件事業者は、消費者宅や消費者のスマートフォンに電話をかけるなどして、 

  ・ご自宅でインターネットを使っていると思うが、当社がおすすめするものは 

料金が 4,000円程度とお手頃である。Wi-Fi通信を切り替えることで、今よ 

りも料金が安くなる。 

・ご自宅にインターネットを引いていると思うが、当社の方が今よりも安くで 

 きる。今は 7,000円くらい払っていると思うが、当社では 3,700円になるの 

でおすすめである。 

などと、インターネットの料金が今よりも安くなるといった勧誘をしてきます。 

 

(2) 電話による説明のほか、消費者に資料等を送付するなどして、今よりも料金が安い

という印象を与えます。 
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本件事業者は、電話での説明に加えて、消費者に「事前説明資料」と題した資料（別

紙１）を FAXで送付したり、本件事業者のウェブサイトを確認するよう電話で指示し

たりして、料金について 

  ・20GBで、3,718円になる。 

  ・50GBで、3,880円になる。 

と説明するなど、消費者に「今よりも安い料金になる」といった印象を与えます。 

なお、資料等には、料金プランのほかに、オプションサービス等の表示があるもの

の、これらの料金に関する説明は一切ありませんでした。 

     

(3) 消費者からクレジットカード情報を入手した後、モバイル Wi-Fi 機器を送付すると

の説明のみで、本契約に関する説明はありません。 

本件事業者は、引き続き消費者に対し、 

  ・お持ちのクレジットカードの利用が可能か確認したい。 

などと、本来は料金の引き落としに利用する目的であることを秘して、言葉巧みに消

費者からクレジットカード情報を入手します。 

なお、消費者の中には、クレジットカード情報を入力する自動音声アナウンスに切

り替えられ、やむを得ず、クレジットカード情報を伝えてしまった者もいました。 

本件事業者は、クレジットカード情報等を入手した後、消費者に「モバイル Wi-Fi

機器を送付する」旨の説明をするのみで、本件事業者とのインターネットの契約に関

する説明は一切ありませんでした。 

 

(4) 消費者は、個人情報が記入済みの契約書類が届いたことに驚きます。 

   数日から１週間後、消費者宅にモバイル Wi-Fi 機器とともに、「ご契約者」欄に消

費者の個人情報が記入済みの契約書類（別紙２）が届きます。契約書類を見た消費者

は、「あの電話だけで契約したことになっているのか」などと驚くものでした。 

    また、前記(3)のとおり、クレジットカード情報を伝えてしまった消費者は、意図

せず、当該クレジットカードが料金の引き落としに利用されていました。 

      このほか、消費者の中には、当該モバイル Wi-Fi機器を利用後、通信環境が悪くなっ

たと感じる者もいました。 

 

(5) 本件事業者にクーリング・オフの申入れをするも、高圧的な態度でクーリング・オ

フ等に応じてもらえません。 

消費者は、勧誘時に説明されていた額よりも高額であることなどから、本件事業者

にクーリング・オフ等の申入れをしたところ、本件事業者は高圧的な態度で、 

  ・契約をしたんだからそれなりの責任を取ってもらう。 

  ・今さらクーリング・オフなんて迷惑だ。 

  ・クーリング・オフなんてあり得ない。 

などと発言し、クーリング・オフ等の申入れには応じませんでした。 

なお、消費者の中には、本件事業者から「解約料が高額になる」などと説明され、

現在も当該モバイル Wi-Fi機器を利用している者や、クーリング・オフ等の期間を過

ぎてから、契約書の内容に従い解約料を支払った後に解約をした者もいました。 
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３ 消費者庁が確認した事実 
本件事業者は、前記２のとおり、料金請求の目的であることを秘して、消費者からク

レジットカード情報を入手し、後日、契約書類等を送付した上で当該クレジットカー

ドを利用して料金請求するとともに、消費者からのクーリング・オフ等の申入れに対

して、高圧的な態度で「今さらクーリング・オフなんて迷惑だ」などと告げて料金を請

求していました（消費者を威迫して困惑させる行為）。 

 

４ 消費者庁から皆様へのアドバイス 

〇 安易にクレジットカード情報を伝えないようにしましょう。 

クレジットカードの利用が可能か確認したいなどという理由で、消費者からクレジッ

トカード情報を入手して料金の支払に使用されていることから、クレジットカード情

報を他人に伝える場合は慎重になりましょう。 

 

〇 クーリング・オフ等の制度について理解しておきましょう。 

電話勧誘販売により契約された場合、モバイル Wi-Fi 機器等の商品については特定

商取引法に基づく「クーリング・オフ」、また、通信サービスについては電気通信事業

法に基づく「初期契約解除制度」の対象となります。これらの「クーリング・オフ」及

び「初期契約解除制度」は、いずれも契約書面等を受領した日を初日として、８日目

までの期間内であれば契約の解除が可能となる制度です。また、「クーリング・オフ」

ではたとえ法定期間が過ぎていても、一定の場合には契約の解除が認められる場合が

あります。 

制度の内容をしっかり理解し、いざというときに適切に対応できるように備えてお

きましょう。 

 

〇 不要な勧誘は、話を聞くことなく電話を切りましょう。 

突然「インターネットの利用料金が安くなる」などという電話勧誘があった場合、

無理に話を聞く必要はありませんので、不要と感じたら、勧誘内容を聞くことなく、

電話を切りましょう。 

 

〇 まずは相談をしましょう。 

契約に際して、不安になったときやトラブルになりそうなときには、一人で判断す

ることなく、消費者ホットライン「188（いやや！）」番や警察相談専用電話「＃9110」

番などの相談窓口に相談しましょう。 
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【本件に関連する最近の注意喚起情報】 

発信者 件名（公表日） URL 

独立行政法人 

国民生活センター 

コンセントに挿すだけで使える据置型 Wi-Fi

ルーターが“実質無料”？－途中で解約すると

ルーター本体代金の支払いが必要に－ 

（令和７年 11 月 19 日） 

https://www.kokusen.go.jp/ne

ws/data/n-20251119_1.html 

消費者庁 

大手通信関連会社の名称をかたり、自動音声

や国際電話番号等を用いて架空の利用料金請

求を行う事業者に関する注意喚起（令和６年

６月 11 日） 

https://www.caa.go.jp/notice

/entry/038202/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 消費者ホットライン：「188（いやや！）」番 

（最寄りの消費生活センター等をご案内します。） 

 

◆ 警察相談専用電話：「＃9110」番 

相談窓口のご案内 

公表内容に関する問合せ先 

消費者庁 消費者政策課財産被害対策室 

TEL:03-3507-8800（代表） 
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消費者に送付された事前説明資料（おてごろ Wi-Fi 50GBプランのもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙１ 
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消費者に送付された契約書類（おてごろ Wi-Fi 20GBプランのもの） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙２ 
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